
令和６年度 岡谷市教育委員会組織の見直しに伴う関係規則の改正について 

R6.3 教育総務課 

生涯学習課 

スポーツ振興課 

 令和６年度は、第５次岡谷市総合計画後期基本計画及び第３期岡谷市教育大綱の

初年度となり、今後の教育施策の展開にあたり、教育委員会組織を見直し、充実を図

るため、教育委員会組織に関する規則等の改正を行う。 

１．改正する規則 

・岡谷市教育委員会事務局等の組織等に関する規則 

・岡谷市教育委員会事務局職員及び教育委員会の所管に関する機関の職員の配置に

関する規則 

２．改正の概要 

（１）子ども総合相談センターの改称 

 令和６年度から子ども課に設置される「こども家庭センター（まゆっこベースおかや）」

に合わせ、教育委員会の「子ども総合相談センター」との横断的連携を強化し、相談

窓口のワンストップ化を図るため、センターの名称を、「子ども総合相談センター」

から「子ども教育相談センター」に改める。 

 

（２）川岸学園設立準備室の改称 

 ２月に策定した「川岸学園整備基本計画」に基づき、令和６年度から施設整備及び

学園づくりの事業が本格化するため、準備室の名称を「川岸学園設立準備室」から

「川岸学園整備室」に改める。 

 

（３）岡谷市市史編さん準備室の改称 

 令和６年度から、市史編さんに向けた具体的な作業等が開始するため、準備室の

名称を「岡谷市史編さん準備室」から「岡谷市史編さん室」に改める。 

 

（４）国民スポーツ大会等の準備に向けた体制整備 

 令和 10 年に開催される「国民スポーツ大会等」の地元開催競技の準備を進める

ため、スポーツ振興課に「国民スポーツ大会準備」担当を新設し、職員増員を図る。 

  

３．施行日 令和６年４月１日 
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＜令和６年度 岡谷市教育委員会 組織図（R6.4.1）＞ 

 

  教育委員会 

   教育長 

   事務局   教 育 部  教育総務課  教育企画、学校教育 

                       子ども教育相談センター 

                       学びの創生･連携支援室 

                       小学校、中学校、フレンドリー室、学童クラブ 

                川岸学園整備室  川岸学園整備 

                生涯学習課  生涯学習推進、青少年 

                       生涯学習活動センター、塩嶺野外活動センター 

                       図書館  

                       美術考古館（美術考古館、文化財） 

                       市史編さん室 

                                              旧林家住宅、旧渡辺家住宅 

                       湊公民館  

                       川岸公民館 

                       長地公民館 

                スポーツ振興課  スポーツ振興、国民スポーツ大会準備 

                        市営球場、市民川岸スポーツ広場、 

                       市民湖畔広場、市民総合体育館、市営庭球場、 

                       市民水泳プール、やまびこ国際スケートセンター 
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 「岡谷市教育委員会事務局等の組織等に関する規則及び岡谷市教育委員会事務局職員及

び教育委員会の所管に属する機関の職員の配置に関する規則の一部を改正する規則」をこ

こに公布する。 

 

  令和６年  月  日 

 

 岡谷市教育委員会 

教育長 宮坂 享 

 

岡谷市教育委員会規則第 号 

 

岡谷市教育委員会事務局等の組織等に関する規則及び岡谷市教育委員会事務

局職員及び教育委員会の所管に属する機関の職員の配置に関する規則の一部

を改正する規則 

 

 別紙のとおり。 
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岡谷市教育委員会事務局等の組織等に関する規則及び岡谷市教育委員会事務

局職員及び教育委員会の所管に属する機関の職員の配置に関する規則の一部

を改正する規則 

 

 （岡谷市教育委員会事務局等の組織等に関する規則の一部改正） 

第１条 岡谷市教育委員会事務局等の組織等に関する規則（平成１２年岡谷市教育委員会

規則第５号）の一部を次のように改正する。 

  第２条の表中 

 「 

課 

教育総務課 

川岸学園設立準備室 

生涯学習課 

スポーツ振興課 

 」 

 を 

 「 

課及び室 

教育総務課 

川岸学園整備室 

生涯学習課 

スポーツ振興課 

 」 

に改める。 

  第１１条第１項第１号中「子ども総合相談センター主幹」を「子ども教育相談センタ

ー主幹」に改め、同項第２号を次のように改める。 

(2) 川岸学園整備室 川岸学園整備主幹 

第１１条第 1項第４号中「スポーツ推進主幹」の次に「、国民スポーツ大会準備主幹」

を加える。 

  別表第１中 
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 「 

岡谷市子ども総合相

談センター 

岡谷市子ども総合相談センター設置要綱

（平成２３年岡谷市教育委員会告示第５号） 

教育総務課 

                                        」 

 を 

 「 

岡谷市子ども教育相

談センター 

岡谷市子ども教育相談センター設置要綱

（平成２３年岡谷市教育委員会告示第５号） 

教育総務課 

                                        」 

 に、 

 「 

岡谷市史編さん準備

室 

岡谷市史編さん準備室設置要綱（令和５年

岡谷市教育委員会告示第３号） 

生涯学習課 

                                        」 

 を 

 「 

岡谷市史編さん室 岡谷市史編さん室設置要綱（令和６年岡谷

市教育委員会告示第 号） 

生涯学習課 

                                        」 

に改める。 

  別表第２教育総務課の部子ども総合相談センターの項を次のように改める。 

子ども教育相談センター (1) 教育相談及び教育支援に関すること。 

(2) 就学教育相談及び就学支援委員会に関すること。 

(3) 発達及び特別支援教育に関すること。 

(4) いじめ及び長期欠席に関すること。 

(5) 学校、家庭及び関係機関との連携に関すること。 

(6) 岡谷市いじめ問題対策連絡協議会に関すること。 

(7) 岡谷市いじめ問題対策調査委員会に関すること。 

(8) その他教育委員会が特に必要と認めること。 

 別表第２中 
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「 

川岸学園設立

準備室 

川岸学園設立準

備 

                 」 

を 

「 

川岸学園整備

室 

川岸学園整備 

                  」 

 に改め、同表スポーツ振興課の部スポーツ振興の項の次に次のように加える。  

国民スポーツ大会準備 (1) 国民スポーツ大会等準備に関すること。 

 （岡谷市教育委員会事務局職員及び教育委員会の所管に属する機関の職員の配置に関する

規則の一部改正） 

第２条 岡谷市教育委員会事務局職員及び教育委員会の所管に属する機関の職員の配置に

関する規則（昭和３５年岡谷市教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

  第１号中「１９人」を「２０人」に改め、第２号中「６人」を「５人」に改め、第３

号中「２人」を「３人」に改める。 

 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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1 

 岡
谷
市
教
育
委
員
会
事
務
局
等
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１
２
年
岡
谷
市
教
育
委
員
会
規
則
第
５
号
）
新
旧
対
照
表

 

現
行

 
改
正
後
（
案
）

 

○
岡
谷
市
教
育
委
員
会
事
務
局
等
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則

 
○
岡
谷
市
教
育
委
員
会
事
務
局
等
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則

 

平
成
１
２
年
３
月
３
１
日

 
平
成
１
２
年
３
月
３
１
日

 

教
育
委
員
会
規
則
第
５
号

 
教
育
委
員
会
規
則
第
５
号

 

（
趣
旨
）

 
（
趣
旨
）

 

第
１
条

 
こ
の
規
則
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
３

１
年
法
律
第
１
６
２
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
１
７
条
第
２
項
及
び
地
方
教

育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
３
１
年
政
令
第
２
２
１

号
）
第
６
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
岡
谷
市
教
育
委
員
会
事
務
局
（
以
下
「
事
務
局
」

と
い
う
。
）
及
び
岡
谷
市
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
所

管
に
属
す
る
学
校
以
外
の
教
育
等
機
関
（
以
下
「
教
育
等
機
関
」
と
い
う
。
）
の
組

織
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

第
１
条

 
こ
の
規
則
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
３

１
年
法
律
第
１
６
２
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
１
７
条
第
２
項
及
び
地
方
教

育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
３
１
年
政
令
第
２
２
１

号
）
第
６
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
岡
谷
市
教
育
委
員
会
事
務
局
（
以
下
「
事
務
局
」

と
い
う
。
）
及
び
岡
谷
市
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
所

管
に
属
す
る
学
校
以
外
の
教
育
等
機
関
（
以
下
「
教
育
等
機
関
」
と
い
う
。
）
の
組

織
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
部
課
等
の
設
置
）

 
（
部
課
等
の
設
置
）

 

第
２
条

 
事
務
局
に
次
の
部
、
課
及
び
室
を
置
く
。

 
第
２
条

 
事
務
局
に
次
の
部
、
課
及
び
室
を
置
く
。

 

部
 

課
 

教
育
部

 
教
育
総
務
課

 

川
岸
学
園
設
立
準
備
室

 

生
涯
学
習
課

 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

 
 

部
 

課
及
び
室
 

教
育
部

 
教
育
総
務
課

 

川
岸
学
園
整
備
室

 

生
涯
学
習
課

 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

 
 

（
教
育
等
機
関
）

 
（
教
育
等
機
関
）

 

第
３
条

 
教
育
委
員
会
に
、
次
条
に
規
定
す
る
教
育
等
機
関
を
置
く
。

 
第
３
条

 
教
育
委
員
会
に
、
次
条
に
規
定
す
る
教
育
等
機
関
を
置
く
。

 

（
教
育
等
機
関
の
名
称
等
）

 
（
教
育
等
機
関
の
名
称
等
）

 

第
４
条

 
教
育
等
機
関
の
名
称
及
び
所
属
は
、
別
表
第
１
の
と
お
り
と
す
る
。

 

 

第
４
条

 
教
育
等
機
関
の
名
称
及
び
所
属
は
、
別
表
第
１
の
と
お
り
と
す
る
。
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2 

 

（
事
務
分
掌
）

 
（
事
務
分
掌
）

 

第
５
条

 
第
２
条
に
規
定
す
る
課
及
び
室
に
担
当
を
置
き
、
そ
の
名
称
及
び
分
掌
事
務

は
、
別
表
第
２
の
と
お
り
と
す
る
。

 

第
５
条

 
第
２
条
に
規
定
す
る
課
及
び
室
に
担
当
を
置
き
、
そ
の
名
称
及
び
分
掌
事
務

は
、
別
表
第
２
の
と
お
り
と
す
る
。

 

２
 
市
立
岡
谷
図
書
館
、
市
立
岡
谷
美
術
考
古
館
、
岡
谷
市
湊
公
民
館
、
岡
谷
市
川
岸

公
民
館
、
岡
谷
市
長
地
公
民
館
の
分
掌
事
務
は
、
別
表
第
３
の
と
お
り
と
す
る
。

 

２
 
市
立
岡
谷
図
書
館
、
市
立
岡
谷
美
術
考
古
館
、
岡
谷
市
湊
公
民
館
、
岡
谷
市
川
岸

公
民
館
、
岡
谷
市
長
地
公
民
館
の
分
掌
事
務
は
、
別
表
第
３
の
と
お
り
と
す
る
。

 

（
職
員
の
職
）

 
（
職
員
の
職
）

 

第
６
条

 
法
令
そ
の
他
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
事
務
局
及
び
教
育
等
機
関

に
所
要
の
職
を
置
く
。

 

第
６
条

 
法
令
そ
の
他
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
事
務
局
及
び
教
育
等
機
関

に
所
要
の
職
を
置
く
。

 

（
部
長
）

 
（
部
長
）

 

第
７
条

 
部
に
部
長
を
置
く
。

 
第
７
条

 
部
に
部
長
を
置
く
。

 

２
 
部
長
は
、
教
育
長
の
命
を
受
け
て
教
育
委
員
会
の
事
務
又
は
技
術
を
掌
理
し
、
所

属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

 

２
 
部
長
は
、
教
育
長
の
命
を
受
け
て
教
育
委
員
会
の
事
務
又
は
技
術
を
掌
理
し
、
所

属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

 

３
 
法
第
１
８
条
第
８
項
に
定
め
る
事
務
を
行
う
者
は
、
部
長
と
す
る
。

 
３

 
法
第
１
８
条
第
８
項
に
定
め
る
事
務
を
行
う
者
は
、
部
長
と
す
る
。

 

４
 
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
に
つ
き
、
教
育
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
教

育
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
部
長
が
そ
の
職
務
を
行
う
。

 

４
 
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
に
つ
き
、
教
育
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
教

育
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
部
長
が
そ
の
職
務
を
行
う
。

 

（
課
長
等
）

 
（
課
長
等
）

 

第
８
条

 
課
に
課
長
を
、
室
に
室
長
を
置
く
。

 
第
８
条

 
課
に
課
長
を
、
室
に
室
長
を
置
く
。

 

２
 
課
長
及
び
室
長
は
、
部
長
の
命
を
受
け
て
課
又
は
室
の
事
務
又
は
技
術
を
掌
理

し
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

 

２
 
課
長
及
び
室
長
は
、
部
長
の
命
を
受
け
て
課
又
は
室
の
事
務
又
は
技
術
を
掌
理

し
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

 

第
９
条

 
削
除
 

第
９
条

 
削
除
 

（
統
括
主
幹
）

 
（
統
括
主
幹
）

 

第
１
０
条

 
課
、
室
及
び
教
育
等
機
関
に
必
要
に
応
じ
て
、
統
括
主
幹
を
置
く
。

 
第
１
０
条

 
課
、
室
及
び
教
育
等
機
関
に
必
要
に
応
じ
て
、
統
括
主
幹
を
置
く
。

 

２
 
統
括
主
幹
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
課
長
等
を
補
佐
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
２

 
統
括
主
幹
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
課
長
等
を
補
佐
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
主
幹
）

 
（
主
幹
）

 

第
１
１
条

 
課
、
室
及
び
教
育
等
機
関
に
次
に
掲
げ
る
主
幹
を
置
く
。

 
第
１
１
条

 
課
、
室
及
び
教
育
等
機
関
に
次
に
掲
げ
る
主
幹
を
置
く
。
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3 

 

(
1
)
 教

育
総
務
課

 
教
育
企
画
主
幹
、
学
校
教
育
主
幹
、
子
ど
も
総
合
相
談
セ
ン
タ

ー
主
幹
 

(
1
)
 教

育
総
務
課

 
教
育
企
画
主
幹
、
学
校
教
育
主
幹
、
子
ど
も
教
育
相
談
セ
ン
タ

ー
主
幹

 

(
2
)
 川

岸
学
園
設
立
準
備
室

 
川
岸
学
園
設
立
準
備
主
幹

 
(
2
)
 川

岸
学
園
整
備
室

 
川
岸
学
園
整
備
主
幹

 

(
3
)
 生

涯
学
習
課

 
生
涯
学
習
推
進
主
幹
、
青
少
年
主
幹

 
(
3
)
 生

涯
学
習
課

 
生
涯
学
習
推
進
主
幹
、
青
少
年
主
幹

 

(
4
)
 ス

ポ
ー
ツ
振
興
課

 
ス
ポ
ー
ツ
振
興
主
幹

 
(
4
)
 ス

ポ
ー
ツ
振
興
課

 
ス
ポ
ー
ツ
振
興
主
幹
、
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
準
備
主
幹

 

(
5
)
 市

立
岡
谷
図
書
館

 
図
書
館
主
幹

 
(
5
)
 市

立
岡
谷
図
書
館

 
図
書
館
主
幹

 

(
6
)
 市

立
岡
谷
美
術
考
古
館

 
美
術
考
古
館
主
幹
、
文
化
財
主
幹

 
(
6
)
 市

立
岡
谷
美
術
考
古
館

 
美
術
考
古
館
主
幹
、
文
化
財
主
幹

 

２
 
主
幹
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
事
務
を
分
掌
し
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

 
２

 
主
幹
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
事
務
を
分
掌
し
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

 

（
主
査
等
）

 
（
主
査
等
）

 

第
１
２
条

 
前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
課
、
室
又
は
教
育
等
機
関
に
主
査
、
主

任
、
主
事
、
技
師
、
事
務
員
又
は
技
術
員
を
置
く
。

 

第
１
２
条

 
前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
課
、
室
又
は
教
育
等
機
関
に
主
査
、
主

任
、
主
事
、
技
師
、
事
務
員
又
は
技
術
員
を
置
く
。

 

２
 
主
査
、
主
任
、
主
事
、
技
師
、
事
務
員
又
は
技
術
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
事

務
又
は
技
術
に
従
事
す
る
。

 

２
 
主
査
、
主
任
、
主
事
、
技
師
、
事
務
員
又
は
技
術
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
事

務
又
は
技
術
に
従
事
す
る
。

 

（
部
長
相
当
職
）

 
（
部
長
相
当
職
）

 

第
１
３
条

 
部
長
相
当
職
と
し
て
、
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
部
に
参
事
又
は
技
監
を
置

く
。
 

第
１
３
条

 
部
長
相
当
職
と
し
て
、
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
部
に
参
事
又
は
技
監
を
置

く
。

 

２
 
参
事
及
び
技
監
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
専
門
か
つ
極
め
て
高
度
の
技
術
及
び
特

命
業
務
に
従
事
す
る
。

 

２
 
参
事
及
び
技
監
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
専
門
か
つ
極
め
て
高
度
の
技
術
及
び
特

命
業
務
に
従
事
す
る
。

 

（
課
長
相
当
職
）

 
（
課
長
相
当
職
）

 

第
１
４
条

 
課
長
相
当
職
と
し
て
、
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
課
、
室
又
は
教
育
等
機
関

に
副
参
事
又
は
副
技
監
を
置
く
。

 

第
１
４
条

 
課
長
相
当
職
と
し
て
、
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
課
、
室
又
は
教
育
等
機
関

に
副
参
事
又
は
副
技
監
を
置
く
。

 

２
 
副
参
事
及
び
副
技
監
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
極
め
て
高
度
の
事
務
又
は
技
術
に

従
事
す
る
。

 

２
 
副
参
事
及
び
副
技
監
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
極
め
て
高
度
の
事
務
又
は
技
術
に

従
事
す
る
。

 

（
主
幹
指
導
主
事
等
）

 
（
主
幹
指
導
主
事
等
）

 

第
１
５
条

 
事
務
局
に
必
要
に
応
じ
て
、
主
幹
指
導
主
事
等
の
職
員
を
置
く
。

 
第
１
５
条

 
事
務
局
に
必
要
に
応
じ
て
、
主
幹
指
導
主
事
等
の
職
員
を
置
く
。
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4 

 

２
 
主
幹
指
導
主
事
等
は
、
法
第
１
８
条
第
３
項
に
規
定
す
る
職
務
に
従
事
す
る
。

 
２

 
主
幹
指
導
主
事
等
は
、
法
第
１
８
条
第
３
項
に
規
定
す
る
職
務
に
従
事
す
る
。

 

（
臨
時
の
職
）

 
（
臨
時
の
職
）

 

第
１
６
条

 
臨
時
の
職
に
つ
い
て
は
、
教
育
委
員
会
が
必
要
の
都
度
定
め
る
。

 
第
１
６
条

 
臨
時
の
職
に
つ
い
て
は
、
教
育
委
員
会
が
必
要
の
都
度
定
め
る
。

 

（
職
務
）

 
（
職
務
）

 

第
１
７
条

 
第
７
条
、
第
８
条
及
び
第
１
０
条
か
ら
第
１
６
条
ま
で
に
定
め
る
職
務
以

外
の
職
務
に
つ
い
て
は
、
市
長
の
事
務
部
局
の
例
に
よ
る
。

 

第
１
７
条

 
第
７
条
、
第
８
条
及
び
第
１
０
条
か
ら
第
１
６
条
ま
で
に
定
め
る
職
務
以

外
の
職
務
に
つ
い
て
は
、
市
長
の
事
務
部
局
の
例
に
よ
る
。

 

（
服
務
）

 
（
服
務
）

 

第
１
８
条

 
服
務
に
つ
い
て
は
、
市
長
の
事
務
部
局
の
例
に
よ
る
。

 
第
１
８
条

 
服
務
に
つ
い
て
は
、
市
長
の
事
務
部
局
の
例
に
よ
る
。

 

（
文
書
管
理
）

 
（
文
書
管
理
）

 

第
１
９
条

 
文
書
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
岡
谷
市
文
書
管

理
規
則
（
平
成
１
１
年
岡
谷
市
規
則
第
２
２
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

 

第
１
９
条

 
文
書
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
岡
谷
市
文
書
管

理
規
則
（
平
成
１
１
年
岡
谷
市
規
則
第
２
２
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

 

（
法
規
番
号
簿
等
）

 
（
法
規
番
号
簿
等
）

 

第
２
０
条

 
法
規
番
号
簿
及
び
令
達
番
号
簿
は
、
教
育
総
務
課
に
備
え
、
そ
れ
ぞ
れ
年

月
日
、
番
号
、
件
名
等
を
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。

 

第
２
０
条

 
法
規
番
号
簿
及
び
令
達
番
号
簿
は
、
教
育
総
務
課
に
備
え
、
そ
れ
ぞ
れ
年

月
日
、
番
号
、
件
名
等
を
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
文
書
の
発
信
者
名
）

 
（
文
書
の
発
信
者
名
）

 

第
２
１
条

 
教
育
委
員
会
か
ら
発
送
す
る
文
書
は
、
原
則
と
し
て
教
育
委
員
会
名
を
用

い
る
。
た
だ
し
、
事
務
局
内
及
び
所
属
の
学
校
そ
の
他
教
育
等
機
関
並
び
に
そ
の
職

員
に
発
す
る
文
書
は
、
教
育
長
名
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

第
２
１
条

 
教
育
委
員
会
か
ら
発
送
す
る
文
書
は
、
原
則
と
し
て
教
育
委
員
会
名
を
用

い
る
。
た
だ
し
、
事
務
局
内
及
び
所
属
の
学
校
そ
の
他
教
育
等
機
関
並
び
に
そ
の
職

員
に
発
す
る
文
書
は
、
教
育
長
名
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
軽
易
な
も
の
は
、
課
の
長
、
室
の
長
、
教
育
等
機

関
の
長
又
は
教
育
等
機
関
の
名
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
軽
易
な
も
の
は
、
課
の
長
、
室
の
長
、
教
育
等
機

関
の
長
又
は
教
育
等
機
関
の
名
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

附
 
則
 

附
 
則
 

こ
の
規
則
は
、
平
成
１
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
こ
の
規
則
は
、
平
成
１
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
こ
の
規
則
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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岡
谷
市
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
及
び
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
機
関
の
職
員
の
配
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
３
５
年
岡
谷
市
教
育
委
員
会
規
則
第
２
号
）
新
旧
対
照
表

 

現
行

 
改
正
後
（
案
）

 

岡
谷
市
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
及
び
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
機
関
の
職
員

の
配
置
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

岡
谷
市
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
及
び
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
機
関
の
職
員

の
配
置
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

(
1
) 

教
育
委
員
会
事
務
局

 
１
９
人

 
(
1
) 

教
育
委
員
会
事
務
局

 
２
０
人

 

(
2
) 

小
学
校

 
６
人

 
(
2
) 

小
学
校

 
５
人

 

(
3
) 

中
学
校

 
２
人

 
(
3
) 

中
学
校

 
３
人

 

(
4
) 

図
書
館

 
３
人
 

(
4
) 

図
書
館

 
３
人
 

(
5
) 

美
術
考
古
館

 
４
人
 

(
5
) 

美
術
考
古
館

 
４
人

 

(
6
) 

生
涯
学
習
館

 
８
人
 

(
6
) 

生
涯
学
習
館

 
８
人

 

(
7
) 

公
民
館

 
３
人
 

(
7
) 

公
民
館

 
３
人
 

附
則
 

附
則
 

１
 
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
３
５
年
４
月
１
日
か
ら
適
用
す
る
。 

１
 
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
３
５
年
４
月
１
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
こ
の
規
則
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 

＜
現
行
＞

 

 
教
育
委
員
会
事
務
局

 
１
９
人
 

 
 部

長
１
、
参
事
兼
課
長
１

 

 
 教

育
総
務
課
１
１
（
教
育
企
画
３
、
学
校
教
育
６
、
子
ど
も
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
２
）
 

 
 川

岸
学
園
設
立
準
備
室
１

 

 
 ス

ポ
ー
ツ
振
興
課
５

 

＜
改
正
案
＞

 

 
教
育
委
員
会
事
務
局

 
２
０
人

 

 
 部

長
１
、
参
事
兼
課
長
１

 

 
 教

育
総
務
課
１
１
（
教
育
企
画
３
、
学
校
教
育
６
、
子
ど
も
教
育
相
談
セ
ン
タ
ー
２
）
 

 
 川

岸
学
園
整
備
室
１

 

 
 ス

ポ
ー
ツ
振
興
課
６
（
課
長
１
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
４
、
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
準
備
１
）
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別
表
第
１
（
第
４
条
関
係
）

教
育
等
機
関
名

設
置
条
例
等

所
属

教
育
等
機
関
名

設
置
条
例
等

所
属

岡
谷
市
自
立
支
援
教
室

岡
谷
市
自
立
支
援
教
室
設
置
要
綱
（
令
和
２
年
岡
谷
市

教
育
委
員
会
告
示
第
２
号
）

教
育
総
務
課

岡
谷
市
自
立
支
援
教
室

岡
谷
市
自
立
支
援
教
室
設
置
要
綱
（
令
和
２
年
岡
谷
市

教
育
委
員
会
告
示
第
２
号
）

教
育
総
務
課

岡
谷
市
子
ど
も
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

岡
谷
市
子
ど
も
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
設
置
要
綱
（
平
成

２
３
年
岡
谷
市
教
育
委
員
会
告
示
第
５
号
）

教
育
総
務
課

岡
谷
市
子
ど
も
教
育
相
談
セ
ン
タ
ー

岡
谷
市
子
ど
も
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
設
置
要
綱
（
平
成

２
３
年
岡
谷
市
教
育
委
員
会
告
示
第
５
号
）

教
育
総
務
課

岡
谷
市
学
び
の
創
生
・
連
携
支
援
室

岡
谷
市
学
び
の
創
生
・
連
携
支
援
室
設
置
要
綱
（
令
和

４
年
岡
谷
市
教
育
委
員
会
告
示
第
３
号
）

教
育
総
務
課

岡
谷
市
学
び
の
創
生
・
連
携
支
援
室

岡
谷
市
学
び
の
創
生
・
連
携
支
援
室
設
置
要
綱
（
令
和

４
年
岡
谷
市
教
育
委
員
会
告
示
第
３
号
）

教
育
総
務
課

岡
谷
市
学
童
ク
ラ
ブ

岡
谷
市
学
童
ク
ラ
ブ
条
例
（
平
成
１
７
年
岡
谷
市
条
例

第
４
４
号
）

教
育
総
務
課

岡
谷
市
学
童
ク
ラ
ブ

岡
谷
市
学
童
ク
ラ
ブ
条
例
（
平
成
１
７
年
岡
谷
市
条
例

第
４
４
号
）

教
育
総
務
課

岡
谷
市
塩
嶺
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー

岡
谷
市
塩
嶺
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
１
４
年

岡
谷
市
条
例
第
１
５
号
）

生
涯
学
習
課

岡
谷
市
塩
嶺
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー

岡
谷
市
塩
嶺
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
１
４
年

岡
谷
市
条
例
第
１
５
号
）

生
涯
学
習
課

旧
林
家
住
宅

旧
林
家
住
宅
条
例
（
平
成
６
年
岡
谷
市
条
例
第
３
号
）

生
涯
学
習
課

旧
林
家
住
宅

旧
林
家
住
宅
条
例
（
平
成
６
年
岡
谷
市
条
例
第
３
号
）

生
涯
学
習
課

旧
渡
辺
家
住
宅

旧
渡
辺
家
住
宅
条
例
（
平
成
３
年
岡
谷
市
条
例
第
１
４

号
）

生
涯
学
習
課

旧
渡
辺
家
住
宅

旧
渡
辺
家
住
宅
条
例
（
平
成
３
年
岡
谷
市
条
例
第
１
４

号
）

生
涯
学
習
課

市
立
岡
谷
図
書
館

市
立
岡
谷
図
書
館
条
例
（
昭
和
２
６
年
岡
谷
市
条
例
第

２
２
号
）

生
涯
学
習
課

市
立
岡
谷
図
書
館

市
立
岡
谷
図
書
館
条
例
（
昭
和
２
６
年
岡
谷
市
条
例
第

２
２
号
）

生
涯
学
習
課

市
立
岡
谷
美
術
考
古
館

市
立
岡
谷
美
術
考
古
館
条
例
（
昭
和
４
５
年
岡
谷
市
条

例
第
２
１
号
）

生
涯
学
習
課

市
立
岡
谷
美
術
考
古
館

市
立
岡
谷
美
術
考
古
館
条
例
（
昭
和
４
５
年
岡
谷
市
条

例
第
２
１
号
）

生
涯
学
習
課

岡
谷
市
史
編
さ
ん
準
備
室

岡
谷
市
史
編
さ
ん
準
備
室
設
置
要
綱
（
令
和
５
年
岡
谷

市
教
育
委
員
会
告
示
第
３
号
）

生
涯
学
習
課

岡
谷
市
史
編
さ
ん
室

岡
谷
市
史
編
さ
ん
室
設
置
要
綱
（
令
和
６
年
岡
谷
市
教

育
委
員
会
告
示
第
　
号
）

生
涯
学
習
課

生
涯
学
習
活
動
セ
ン
タ
ー

岡
谷
市
イ
ル
フ
プ
ラ
ザ
条
例
（
平
成
１
４
年
岡
谷
市
条

例
第
３
２
号
）

生
涯
学
習
課

生
涯
学
習
活
動
セ
ン
タ
ー

岡
谷
市
イ
ル
フ
プ
ラ
ザ
条
例
（
平
成
１
４
年
岡
谷
市
条

例
第
３
２
号
）

生
涯
学
習
課

岡
谷
市
湊
公
民
館

岡
谷
市
湊
公
民
館

岡
谷
市
川
岸
公
民
館

岡
谷
市
川
岸
公
民
館

岡
谷
市
長
地
公
民
館

岡
谷
市
長
地
公
民
館

市
営
岡
谷
球
場

岡
谷
市
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
（
平
成
２
０
年
岡
谷
市
条

例
第
２
３
号
）

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

市
営
岡
谷
球
場

岡
谷
市
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
（
平
成
２
０
年
岡
谷
市
条

例
第
２
３
号
）

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

岡
谷
市
民
川
岸
ス
ポ
ー
ツ
広
場

岡
谷
市
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
（
平
成
２
０
年
岡
谷
市
条

例
第
２
３
号
）

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

岡
谷
市
民
川
岸
ス
ポ
ー
ツ
広
場

岡
谷
市
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
（
平
成
２
０
年
岡
谷
市
条

例
第
２
３
号
）

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

岡
谷
市
民
湖
畔
広
場

岡
谷
市
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
（
平
成
２
０
年
岡
谷
市
条

例
第
２
３
号
）

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

岡
谷
市
民
湖
畔
広
場

岡
谷
市
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
（
平
成
２
０
年
岡
谷
市
条

例
第
２
３
号
）

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

岡
谷
市
民
総
合
体
育
館

岡
谷
市
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
（
平
成
２
０
年
岡
谷
市
条

例
第
２
３
号
）

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

岡
谷
市
民
総
合
体
育
館

岡
谷
市
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
（
平
成
２
０
年
岡
谷
市
条

例
第
２
３
号
）

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

岡
谷
市
営
庭
球
場

岡
谷
市
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
（
平
成
２
０
年
岡
谷
市
条

例
第
２
３
号
）

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

岡
谷
市
営
庭
球
場

岡
谷
市
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
（
平
成
２
０
年
岡
谷
市
条

例
第
２
３
号
）

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

岡
谷
市
民
水
泳
プ
ー
ル

岡
谷
市
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
（
平
成
２
０
年
岡
谷
市
条

例
第
２
３
号
）

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

岡
谷
市
民
水
泳
プ
ー
ル

岡
谷
市
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
（
平
成
２
０
年
岡
谷
市
条

例
第
２
３
号
）

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

岡
谷
市
や
ま
び
こ
国
際
ス
ケ
ー
ト
セ

ン
タ
ー

岡
谷
市
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
（
平
成
２
０
年
岡
谷
市
条

例
第
２
３
号
）

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

岡
谷
市
や
ま
び
こ
国
際
ス
ケ
ー
ト
セ

ン
タ
ー

岡
谷
市
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
（
平
成
２
０
年
岡
谷
市
条

例
第
２
３
号
）

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

現
行

改
正
後
（
案
）

生
涯
学
習
課

岡
谷
市
公
民
館
条
例
（
昭
和
３
９
年
岡
谷
市
条
例
第
２

４
号
）

岡
谷
市
公
民
館
条
例
（
昭
和
３
９
年
岡
谷
市
条
例
第
２

４
号
）

生
涯
学
習
課
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別
表
第
２
（
第
５
条
関
係
）

課
名

担
当
名

分
掌
事
務

課
名

担
当
名

分
掌
事
務

教
育
総
務
課

教
育
企
画

(
1
)
教
育
委
員
会
の
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

教
育
総
務
課

教
育
企
画

(
1
)
教
育
委
員
会
の
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

(
2
)
教
育
委
員
会
の
規
則
の
制
定
及
び
改
廃
に
関
す
る
こ
と
。

(
2
)
教
育
委
員
会
の
規
則
の
制
定
及
び
改
廃
に
関
す
る
こ
と
。

(
3
)
事
務
局
及
び
学
校
そ
の
他
の
教
育
等
機
関
の
職
員
の
人
事
に
関
す
る

(
3
)
事
務
局
及
び
学
校
そ
の
他
の
教
育
等
機
関
の
職
員
の
人
事
に
関
す
る

　
こ
と
。

　
こ
と
。

(
4
)
教
育
委
員
会
の
施
策
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

(
4
)
教
育
委
員
会
の
施
策
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

(
5
)
法
第
２
６
条
に
規
定
す
る
教
育
に
関
す
る
事
務
の
管
理
及
び
執
行
の

(
5
)
法
第
２
６
条
に
規
定
す
る
教
育
に
関
す
る
事
務
の
管
理
及
び
執
行
の

　
状
況
の
点
検
及
び
評
価
等
に
関
す
る
こ
と
。

　
状
況
の
点
検
及
び
評
価
等
に
関
す
る
こ
と
。

(
6
)
教
育
財
産
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

(
6
)
教
育
財
産
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

(
7
)
学
校
そ
の
他
の
教
育
等
機
関
の
設
置
、
管
理
及
び
廃
止
に
関
す
る
こ
と
。

(
7
)
学
校
そ
の
他
の
教
育
等
機
関
の
設
置
、
管
理
及
び
廃
止
に
関
す
る
こ
と
。

(
8
)
教
育
委
員
会
所
属
の
職
員
の
厚
生
及
び
福
利
に
関
す
る
こ
と
。

(
8
)
教
育
委
員
会
所
属
の
職
員
の
厚
生
及
び
福
利
に
関
す
る
こ
と
。

(
9
)
教
育
に
係
わ
る
調
査
及
び
基
幹
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

(
9
)
教
育
に
係
わ
る
調
査
及
び
基
幹
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

(
1
0
)
公
印
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

(
1
0
)
公
印
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

(
1
1
)
文
書
の
収
受
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

(
1
1
)
文
書
の
収
受
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

(
1
2
)
教
員
住
宅
に
関
す
る
こ
と
。

(
1
2
)
教
員
住
宅
に
関
す
る
こ
と
。

(
1
3
)
校
長
及
び
教
職
員
の
服
務
並
び
に
研
修
に
関
す
る
こ
と
。

(
1
3
)
校
長
及
び
教
職
員
の
服
務
並
び
に
研
修
に
関
す
る
こ
と
。

(
1
4
)
育
英
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

(
1
4
)
育
英
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

(
1
5
)
P
T
A
等
に
関
す
る
こ
と
。

(
1
5
)
P
T
A
等
に
関
す
る
こ
と
。

(
1
6
)
事
務
局
、
部
及
び
課
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

(
1
6
)
事
務
局
、
部
及
び
課
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

学
校
教
育

(
1
)
学
校
の
組
織
編
制
、
教
育
課
程
、
学
習
指
導
、
生
徒
指
導
及
び
進
路

学
校
教
育

(
1
)
学
校
の
組
織
編
制
、
教
育
課
程
、
学
習
指
導
、
生
徒
指
導
及
び
進
路

　
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

　
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

(
2
)
学
力
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

(
2
)
学
力
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

(
3
)
教
科
書
そ
の
他
教
材
の
取
扱
い
に
関
す
る
こ
と
。

(
3
)
教
科
書
そ
の
他
教
材
の
取
扱
い
に
関
す
る
こ
と
。

(
4
)
通
学
区
域
の
設
定
及
び
変
更
に
関
す
る
こ
と
。

(
4
)
通
学
区
域
の
設
定
及
び
変
更
に
関
す
る
こ
と
。

(
5
)
学
齢
児
童
、
生
徒
の
就
学
並
び
に
入
学
及
び
転
学
に
関
す
る
こ
と
。

(
5
)
学
齢
児
童
、
生
徒
の
就
学
並
び
に
入
学
及
び
転
学
に
関
す
る
こ
と
。

(
6
)
児
童
生
徒
の
保
健
、
衛
生
、
安
全
に
関
す
る
こ
と
。

(
6
)
児
童
生
徒
の
保
健
、
衛
生
、
安
全
に
関
す
る
こ
と
。

(
7
)
学
校
給
食
に
関
す
る
こ
と
。

(
7
)
学
校
給
食
に
関
す
る
こ
と
。

(
8
)
学
校
施
設
の
整
備
及
び
営
繕
に
関
す
る
こ
と
。

(
8
)
学
校
施
設
の
整
備
及
び
営
繕
に
関
す
る
こ
と
。

(
9
)
学
童
ク
ラ
ブ
の
管
理
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

(
9
)
学
童
ク
ラ
ブ
の
管
理
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

(
1
0
)
放
課
後
居
場
所
づ
く
り
事
業
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

(
1
0
)
放
課
後
居
場
所
づ
く
り
事
業
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

(
1
1
)
そ
の
他
学
校
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

(
1
1
)
そ
の
他
学
校
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

(
1
)
教
育
支
援
主
事
及
び
子
ど
も
教
育
支
援
相
談
員
の
統
括
に
関
す
る
こ
と
。

(
1
)
教
育
相
談
及
び
教
育
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

(
2
)
就
学
支
援
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

(
2
)
就
学
教
育
相
談
及
び
就
学
支
援
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。

(
3
)
学
校
、
家
庭
及
び
関
係
機
関
と
の
連
携
に
関
す
る
こ
と
。

(
3
)
発
達
及
び
特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

(
4
)
学
校
諸
問
題
に
関
す
る
総
合
的
な
教
育
支
援
及
び
相
談
支
援
に
関
す
る

(
4
)
い
じ
め
及
び
長
期
欠
席
に
関
す
る
こ
と
。

　
こ
と
。

(
5
)
学
校
、
家
庭
及
び
関
係
機
関
と
の
連
携
に
関
す
る
こ
と
。

(
5
)
岡
谷
市
い
じ
め
問
題
対
策
連
絡
協
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

(
6
)
岡
谷
市
い
じ
め
問
題
対
策
連
絡
協
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

(
6
)
岡
谷
市
い
じ
め
問
題
対
策
調
査
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。

(
7
)
岡
谷
市
い
じ
め
問
題
対
策
調
査
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。

(
7
)
岡
谷
市
子
ど
も
教
育
支
援
チ
ー
ム
に
関
す
る
こ
と
。

(
8
)
そ
の
他
教
育
委
員
会
が
特
に
必
要
と
認
め
る
こ
と
。

(
8
)
そ
の
他
教
育
委
員
会
が
特
に
必
要
と
認
め
る
こ
と
。

現
行

改
正
後
（
案
）

子
ど
も
総
合

相
談
セ
ン
タ
ー

子
ど
も
教
育

相
談
セ
ン
タ
ー
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課
名

担
当
名

分
掌
事
務

課
名

担
当
名

分
掌
事
務

現
行

改
正
後
（
案
）

(
1
)
小
中
一
貫
教
育
を
行
う
義
務
教
育
学
校
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

川
岸
学
園
整
備
室

川
岸
学
園
整
備

(
1
)
小
中
一
貫
教
育
を
行
う
義
務
教
育
学
校
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

(
2
)
川
岸
小
学
校
の
長
寿
命
化
大
規
模
改
修
に
関
す
る
こ
と
。

(
2
)
川
岸
小
学
校
の
長
寿
命
化
大
規
模
改
修
に
関
す
る
こ
と
。

(
3
)
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

(
3
)
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

(
4
)
室
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

(
4
)
室
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

生
涯
学
習
課

生
涯
学
習
推
進

(
1
)
生
涯
学
習
の
総
合
計
画
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

生
涯
学
習
課

生
涯
学
習
推
進

(
1
)
生
涯
学
習
の
総
合
計
画
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

(
2
)
社
会
教
育
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

(
2
)
社
会
教
育
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

(
3
)
社
会
教
育
委
員
に
関
す
る
こ
と
。

(
3
)
社
会
教
育
委
員
に
関
す
る
こ
と
。

(
4
)
社
会
教
育
施
設
の
整
備
及
び
監
督
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

(
4
)
社
会
教
育
施
設
の
整
備
及
び
監
督
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

(
5
)
人
権
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

(
5
)
人
権
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

(
6
)
生
涯
学
習
に
係
る
学
級
、
講
座
、
講
演
会
等
の
企
画
実
施
に
関
す
る

(
6
)
生
涯
学
習
に
係
る
学
級
、
講
座
、
講
演
会
等
の
企
画
実
施
に
関
す
る

　
こ
と
。

　
こ
と
。

(
7
)
社
会
教
育
団
体
及
び
学
習
グ
ル
ー
プ
の
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

(
7
)
社
会
教
育
団
体
及
び
学
習
グ
ル
ー
プ
の
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

(
8
)
学
習
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

(
8
)
学
習
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

(
9
)
公
民
館
等
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

(
9
)
公
民
館
等
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

(
1
0
)
生
涯
学
習
館
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

(
1
0
)
生
涯
学
習
館
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

(
1
1
)
所
管
す
る
公
印
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

(
1
1
)
所
管
す
る
公
印
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

(
1
2
)
課
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

(
1
2
)
課
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

青
少
年

(
1
)
青
少
年
育
成
関
係
団
体
事
務
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

青
少
年

(
1
)
青
少
年
育
成
関
係
団
体
事
務
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

(
2
)
青
少
年
育
成
関
係
団
体
及
び
地
区
組
織
等
の
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

(
2
)
青
少
年
育
成
関
係
団
体
及
び
地
区
組
織
等
の
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

(
3
)
青
少
年
及
び
指
導
者
の
研
修
に
関
す
る
こ
と
。

(
3
)
青
少
年
及
び
指
導
者
の
研
修
に
関
す
る
こ
と
。

(
4
)
少
年
愛
護
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

(
4
)
少
年
愛
護
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

(
5
)
青
少
年
教
育
並
び
に
青
少
年
の
総
合
対
策
、
企
画
及
び
調
査
に
関
す
る

(
5
)
青
少
年
教
育
並
び
に
青
少
年
の
総
合
対
策
、
企
画
及
び
調
査
に
関
す
る

　
こ
と
。

　
こ
と
。

(
6
)
青
少
年
問
題
協
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

(
6
)
青
少
年
問
題
協
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

(
7
)
二
十
歳
を
祝
う
会
に
関
す
る
こ
と
。

(
7
)
二
十
歳
を
祝
う
会
に
関
す
る
こ
と
。

(
8
)
塩
嶺
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

(
8
)
塩
嶺
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

ス
ポ
ー
ツ
振
興

(
1
)
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

ス
ポ
ー
ツ
振
興

(
1
)
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

(
2
)
各
種
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
計
画
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

(
2
)
各
種
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
計
画
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

(
3
)
ス
ポ
ー
ツ
関
係
団
体
に
関
す
る
こ
と
。

(
3
)
ス
ポ
ー
ツ
関
係
団
体
に
関
す
る
こ
と
。

(
4
)
市
営
岡
谷
球
場
、
岡
谷
市
民
川
岸
ス
ポ
ー
ツ
広
場
、
岡
谷
市
民
湖
畔

(
4
)
市
営
岡
谷
球
場
、
岡
谷
市
民
川
岸
ス
ポ
ー
ツ
広
場
、
岡
谷
市
民
湖
畔

　
広
場
、
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
（
岡
谷
市
民
総
合
体
育
館
、
岡
谷
市
営
庭

　
広
場
、
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
（
岡
谷
市
民
総
合
体
育
館
、
岡
谷
市
営
庭

　
球
場
、
岡
谷
市
民
水
泳
プ
ー
ル
）
、
岡
谷
市
や
ま
び
こ
国
際
ス
ケ
ー
ト

　
球
場
、
岡
谷
市
民
水
泳
プ
ー
ル
）
、
岡
谷
市
や
ま
び
こ
国
際
ス
ケ
ー
ト

　
セ
ン
タ
ー
及
び
市
営
陸
上
競
技
場
に
関
す
る
こ
と
。

　
セ
ン
タ
ー
及
び
市
営
陸
上
競
技
場
に
関
す
る
こ
と
。

(
5
)
学
校
体
育
施
設
の
開
放
に
関
す
る
こ
と
。

(
5
)
学
校
体
育
施
設
の
開
放
に
関
す
る
こ
と
。

(
6
)
岡
谷
市
や
ま
び
こ
ア
リ
ー
ナ
の
財
産
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

(
6
)
岡
谷
市
や
ま
び
こ
ア
リ
ー
ナ
の
財
産
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

(
7
)
課
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

(
7
)
課
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

国
民
ス
ポ
ー
ツ
大

会
準
備

(
1
)
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
等
準
備
に
関
す
る
こ
と
。

川
岸
学
園
設
立

準
備

川
岸
学
園
設
立

準
備
室
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